[bookmark: _GoBack]申請機関が実施する外国人研究者の定着促進のための具体的な取り組みに関する説明書（募集要項項目１０参照）（２頁以内）

	１．各機関の外国人研究者の定着促進を通じて研究、教育の国際化を目指す明確なビジョン・計画、具体的な取り組み（外国人研究者の定着を促進する環境整備を含む）を記載してください。

本学は、その憲章において、「世界的な水準での学問研究の牽引力」であることを目指し、「世界的な視野をもった市民的エリート」の育成を掲げている。社会のグローバル化、学術の国際競争が進展する中で、国際化は本学の最優先課題の一つとして位置付けられており、現総長の下での大学運営の基本方針である「行動シナリオ」の重点テーマとして、世界から人材が集う「グローバル・キャンパス」の形成を目指すこととし、外国人研究者等の受入増加を図っていくための諸施策を実施していくこととしている。研究面については、研究の卓越性を図っていくため、世界トップレベルの外国人研究者の受入・活用及び研究者ネットワークの整備等の諸施策を進め、教育面では、「教員の教育力の向上・活力維持」を重点テーマとして設定し、外国人教員を含む多様な教員構成の実現による教育研究活動を活性化のため、外国人研究者の受入れを積極的に行っていくことを全学的な方針として明文化している。
こうした方針の下、外国人研究者・教員の受入・定着を促進するため、本学では、以下の取り組みを進めている。

○全学レベルでの数値目標の設定・フォローアップ
本学に所属する外国人教員比率を2020年までに10％以上とする目標を設定している。本目標については、「行動シナリオ」のほかの重点テーマについて総長実施のフォローアップ活動とあわせて、達成状況をモニタリングし、目標達成に必要な措置を講じることとしている。
【実績7.2%（平成24年5月1日現在）→8.1%（平成24年12月1日現在）→8.8%（平成25年12月1日現在）有期雇用である特任教員・特任研究員を含む】 

○全学レベルでの人事制度の整備の取組み
本学及び本学以外の他の機関との間において締結した協定に基づき、双方の身分を併せ有する雇用制度である「クロス・アポイントメント制」の新設や、年俸制給与の適用者の拡大を実施し、優秀な外国人研究者の受入れにかかる制度を整備し、平成26年4月から実施した。また、人事上の手続き書類等を英文化し、ウェブサイトに掲載した。

○外国人研究者・教員の受入れ環境の整備
外国人研究者の定着を促進していくためには、教育研究環境、生活環境の国際化を図っていくことが必要であり、本学では昨年度次の点を実施した。
· 外国人研究者の家族を含む住居確保等生活支援の充実を図るため、新たに目白台国際宿舎の整備を計画しており、本事業で受け入れる研究者も利用可能である（入居開始時期は2016年になる見通し）。
· 追分インターナショナルロッジでは、研究者のために主事を配置しており、各種相談等に対応している。
· ポータルサイトで発信する通知文タイトルの日英併記を開始した。
· 外国人研究者の家族に向けた生活オリエンテーションの常時開催と、各ロッジにおける入居者向けの家族支援リーフレットの配布を行った。
· 外国人研究者及びその家族を対象とした地震防災セミナーを年２回実施した。
· 本郷キャンパス近隣の家族の協力を得てホームビジットプログラムを年２回開催した。
· 食のニーズへの対応に向け、大学生協と協働し、ハラルメニューの拡充とベジタリアンメニューの開発に向けた調査等実施、試食会、英語メニューの作成協力等を行った。
· 御殿下記念館（運動場・ジムナジアム等）で、トレーナーによる英語での対応・指導や、英語のウェブサイトを作成して情報提供を行った。
	
○世界トップレベル研究組織での外国人研究者採用促進の取組み
東京大学における学術の卓越性の向上及び研究環境の国際化を推進する全学組織として，国際高等研究所を平成23年1月1日に設立し，カブリ数物連携宇宙研究機構が同研究所に置かれる第1号の研究機構となった。同機構では，研究者採用時の国際公募，研究に専念できるような環境整備（研究以外の職務の減免，手続き等管理事務のサポートなど）など、優秀な外国人研究者の雇用を促進する取組みを行っており、こうしたシステム改革事例を学内で共有し、大学全体・各部局における取組みの参考としている。

なお、外国人特別研究員制度等で来日した外国人研究者が、本学の常勤職として雇用された実績については、平成19～平成25年5月の期間中累計49名である。


	２．各機関において、本事業に採用された外国人特別研究員の、採用期間終了後の常勤研究者としての雇用の予定を具体的に記載してください。
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